
　　　・各会計総括表 ・・・ 1

　　　・一般会計補正予算内訳 ・・・ 2

歳入、歳出、地方債、枠組み

　　　・国民健康保険事業特別会計補正予算内訳 ・・・ 6

歳入、歳出、枠組み

　　　・後期高齢者医療特別会計補正予算内訳 ・・・ 7

歳入、歳出、枠組み

　　　・簡易水道事業特別会計補正予算内訳 ・・・ 8

歳入、歳出、地方債、枠組み

　　　・公共下水道事業特別会計補正予算内訳 ・・・ 9

歳入、歳出、地方債、枠組み

ニセコ町総務課財政係

＜目次＞

　■平成２７年度３月補正予算（平成２８年３月３１日専決処分）

ニセコ町

平成２７年度　補正予算

（専決処分）



平成２７年度３月補正予算（専決日：平成２８年３月３１日）の専決処分の承認

○平成２７年度一般会計補正予算（承認第１号）

○平成２７年度国民健康保険事業特別会計補正予算（承認第２号）

○平成２７年度後期高齢者医療特別会計補正予算（承認第３号）

○平成２７年度簡易水道事業特別会計補正予算（承認第４号）

○平成２７年度公共下水道事業特別会計補正予算（承認第５号）

１．各会計総括表
（単位：千円）

後 期 高 齢 者 医 療

公 共 下 水 道 事 業

農 業 集 落 排 水 事 業

3

183,896△ 9,589 3簡 易 水 道 事 業

150,893293

5,490,304

当初予算額

4,390,000

239,300

50,600

155,400

171,600

4,900

621,800

5,011,800

現計予算額

4,787,005

274,648

193,485

50,600

703,299

全会計の合計 -

173,526

4,900

699,663

5,430,282

△ 6,140

0

△ 3,636

△ 60,022

179,666

4,900 0

特
別
会
計

-特別会計の合計

4

一 般 会 計

国 民 健 康 保 険 事 業

補正後予算額

4,730,619

補正額

△ 56,386

286,44811,800

　歳入予算においては、町税や使用料手数料の決算見込みを勘案するとともに、地方譲与税、各
種交付金、地方交付税、国・道支出金、町債の額が確定したことにより、基金繰入金との財源調
整を行いました。また歳出予算においては、歳入予算と連動し基金積立金を追加するとともに、特
別会計決算見込みによる繰出金の整理、事業実績に基づく各種事業費の整理及び財源調整を
行いました。

　歳入予算においては、国民健康保険税の決算見込みを勘案するとともに、制度分となる一般会
計繰入金の減額を行い、併せて基金繰入金との財源調整を行いました。また歳出予算において
は、歳入予算と連動し基金積立金を追加するとともに、実績による事業費の整理を行いました。

　歳入予算においては、制度分の一般会計繰入金の補正を行いました。また歳出予算において
は北海道後期高齢者医療広域連合負担金の確定による補正を行いました。

　歳入予算においては、水道使用料の決算見込みを勘案するとともに、町債・移設補償金の額が
確定したこと及び歳出予算執行実績に基づき一般会計繰入金の調整を行いました。また歳出予
算においては、事業実績による事業費の整理を行いました。

　歳入予算においては、下水道分担金・使用料の決算見込みを勘案するとともに、国庫支出金、
町債、移設補償金の額が確定したこと及び歳出予算執行実績に基づき一般会計繰入金の調整
を行いました。また歳出予算においては、事業実績による事業費の整理を行いました。

　上記について、平成２７年度予算より年度内（平成２８年３月３１日まで）に予算化しなければなりま
せんが、議会を召集する暇がなかったことから、地方自治法第１７９条第１項に基づき長の専決処分と
し、同条第３項に基づき議会に承認を受けるべく報告するものです。

12

会　計　区　分
予　算

今回補正回数
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２－１．一般会計歳入内訳
（単位：千円）

現計予算額 補正額 補正後予算額 備　　考

01 町 税 611,836 70,706 682,542
町民税（個人20,198、法人6,832）、固定資産税
23,925、町たばこ税1,257、入湯税18,494

02 地 方 譲 与 税 47,001 6,284 53,285 地方揮発油贈与税3,185、自動車重量税3,099

03 利 子 割 交 付 金 800 △ 141 659 利子割交付金△141

04 配 当 割 交 付 金 700 641 1,341 配当割交付金641

05 株式等譲渡所得割交付金 300 824 1,124 株式等譲渡所得割交付金824

06 地 方 消 費 税 交 付 金 52,000 39,112 91,112 地方消費税交付金39,112

07 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付金 3,000 713 3,713 ゴルフ場利用税交付金713

08 自 動 車 取 得 税 交 付 金 5,000 3,044 8,044 自動車取得税交付金3,044

09 地 方 特 例 交 付 金 1,000 139 1,139 地方特例交付金139

10 地 方 交 付 税 1,890,000 87,577 1,977,577 普通交付税72,428、特別交付税15,149

11 交通安全対策特別交付金 700 0 700

12 分 担 金 及 び 負 担 金 34,640 △ 4,275 30,365
草地畜産基盤△1,157、幼児センター（長時間）
△3,118

13 使 用 料 及 び 手 数 料 147,111 3,685 150,796
在宅老人支援△332、ごみ処理2,014、幼児セン
ター（短時間）2,003

14 国 庫 支 出 金 450,786 △ 23,331 427,455

マイナンバー対応689、地方創生2,990、障害者
給付△3,593、児童手当△1,440、障害者地域生
活支援△431、福祉給付金（臨時△1,517、子育
て△616）、ニセコこども館△180、年金事務561、
合併浄化槽△820、国営委託264、社会資本整
備（道路橋△13,982、省エネ改修補助△619、公
住家賃減免△278、中央倉庫△6,034）、幼稚園
奨励279、保育緊急確保1,396

15 道 支 出 金 306,532 △ 10,301 296,231

電源交付金468、道民税徴収委託1,168、障害者
給付△1,835、児童手当△206、障害者地域生活
支援△190、地域づくり総合交付金△104、ニセ
コこども館△901、後期保険基盤安定502、医療
給付△1,772、経営所得安定△9,750、強い農業
△1,497、多面的機能△2,005、消費者行政
2,829、子育て支援対策2,992

16 財 産 収 入 40,818 7,076 47,894 土地売払6,060、立木売払1,016

17 寄 附 金 11,440 50 11,490 一般寄付50

18 繰 入 金 290,278 △ 232,000 58,278
財政調整基金繰入△170,000、公共施設整備基
金繰入△50,000、地域福祉基金繰入△12,000

19 繰 越 金 143,281 13,269 156,550 前年度繰越金13,269

20 諸 収 入 202,253 △ 8,258 193,995

町税延滞金2,309、宝くじ交付金301、光ケーブル
移設補償△1,269、地方創生事業他町負担金△
6,139、検診受託△641、医療費一部負担金（国
保1,290、後期△233）、長寿・健康増進△228、下
水道汚泥処理負担金△331、消費生活窓口他町
負担金△3,317

21 町 債 547,529 △ 11,200 536,329

ニセコこども館△2,300、火葬場△100、羊蹄近藤
連絡線△6,000、中央倉庫△400、消火栓△700、
消防団設備△300、給食センター△100、幼児セ
ンター△600、ニセコ高校△400、災害復旧△300

4,787,005 △ 56,386 4,730,619

区　　分

計
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２－２．一般会計歳出内訳
（単位：千円）

現計予算額 補正額 補正後予算額

01 議 会 費 52,996 0 52,996

02 総 務 費 1,214,322 44,598 1,258,920

03 民 生 費 658,086 △ 30,782 627,304

04 衛 生 費 335,254 △ 5,770 329,484

05 労 働 費 2,038 0 2,038

06 農 林 水 産 業 費 270,710 △ 15,077 255,633

07 商 工 費 185,509 △ 9,585 175,924

08 土 木 費 670,081 △ 31,359 638,722

09 消 防 費 168,361 △ 1,192 167,169

10 教 育 費 489,211 △ 7,219 481,992

11 災 害 復 旧 費 10,871 0 10,871

12 公 債 費 726,566 0 726,566

13 予 備 費 3,000 0 3,000

4,787,005 △ 56,386 4,730,619

区　　分

計

備　　考

基金積立（公共施設30,000、減債20,000、スポーツ
1,200、交通遺児2,900）、旧宮田小改修△2,397、
情報システム協議会負担金△2,861、マイナン
バー関連負担金△642、光ケーブル移設工事△
2,617、街路灯LED化△985

福祉給付金（臨時△1,326、子育て△456）、障害者
自立支援事業△9,508、在宅老人支援事業△
4,387、老人施設措置費△1,388、介護保険連合負
担金△2,102、児童手当△1,665、ニセコこども館整
備△2,351、ひとり親家庭等医療費扶助△693、健
康診断委託△641、国保会計繰出金△3,654、後
期高齢者医療給付費負担金△1,537、後期会計繰
出金293、こども医療費△1,367

合併浄化槽補助△980、生ごみ下水道汚泥処理
△190、羊蹄山麓衛生組合負担金△1,024、簡水
会計繰出金△3,576

青年就農給付金△9,750、農業経営基盤強化補助
△1,497、草地畜産基盤整備委託△1,157、多面的
機能支払△2,673

消費生活窓口運営負担金△575、ニセコエリア総
合観光情報発信事業△9,010

羊蹄近藤連絡線△17,072、橋梁補修△3,400、住
宅省エネ改修補助△1,200、中央倉庫群整備△
4,697、下水会計繰出金△4,990

消防組合負担金△1,192

教職員住宅改修△1,642、ニセコ高校改修△107、
スキーリフト券助成△3,000、トップアスリート訪問
事業△1,873、幼児センター増築△597

-　３　-



２－３．一般会計地方債内訳
（単位：千円）

現計限度額 補正額 補正後限度額

80,000 △ 2,300 77,700

5,700 △ 100 5,600

12,200 △ 6,000 6,200

126,900 △ 400 126,500

700 △ 700 0

2,000 △ 300 1,700

8,100 △ 100 8,000

14,100 △ 600 13,500

14,900 △ 400 14,500

6,900 △ 300 6,600

火 葬 場 施 設
整 備 事 業

過疎対策事業債5,600

羊 蹄 近 藤 連 絡 線
歩 道 整 備 事 業

過疎対策事業債6,200

中 央 地 区 倉 庫 群
再 活 用 事 業

過疎対策事業債126,500

区　　分 備　　考

ニ セ コ こ ど も 館
整 備 事 業

地域活性化事業債73,400（本体分）
過疎対策事業債4,300（地中熱HP分）

幼 児 セ ン タ ー
施 設 整 備 事 業

過疎対策事業債13,500

ニ セ コ 高 校 施 設
機 能 向 上 改 修 事 業

過疎対策事業債14,500

公 共 土 木 施 設
単 独 災 害 復 旧 事 業

災害復旧事業債6,600

消 火 栓 更 新
整 備 事 業

消 防 団
機 能 強 化 事 業

緊急防災・減災事業債1,700

学 校 給 食 セ ン タ ー
施 設 整 備 事 業

地域活性化事業債7,800（給食配送車）
過疎対策事業債200（設備更新）

-　４　-



２－４．一般会計補正予算の枠組み
（単位：千円）

・町税 70,706 ・公共事業 △ 37,664

・各町税の決算見込みより

・地方譲与税 6,284

・地方揮発油譲与税等の交付額確定 ・地方創生事業 △ 13,883

・各種交付金 44,332

・地方消費税交付金等の交付額確定

・間接補助事業 △ 11,247

・地方交付税 87,577

・普通交付税、特別交付税の交付額確定

・町補助事業 △ 4,853

・分担金、使用料手数料 △ 590

・決算見込みより

△ 14,718

・国、道支出金 △ 33,632 ・特別会計決算見込みによる

・事業実績による交付額確定 ・羊蹄山ろく消防組合等への負担金確定

・繰入金 △ 232,000 ・福祉事業 △ 25,070

・一般財源増による基金繰入金の調整 ・国策の２つ臨時福祉給付金の給付実績減

・児童手当の給付実績による減

・町債 △ 11,200

・事業実績による借入額確定

54,100

・その他 12,137

・財産収入、寄付金、諸収入、繰越金

△ 3,051

・生ごみ下水道汚泥処理負担金など

計 △ 56,386 計 △ 56,386

歳入 歳出

・青年就農給付金や担い手確保・経営強化支
援事業の実績減など

・基金積立

・特別会計繰出金、他団体負担金

・その他

・街路灯LED化、ニセコこども館、中央倉庫
群、道路、橋りょう、ニセコ高校、幼児センター
など整備改修事業の実績減など

・ニセコエリア総合観光情報発信事業の実績減

・スキーリフト券助成、トップアスリート訪問事
業の執行残（H26繰越予算と重複につき、未
執行分）

・合併浄化槽設置補助や住宅省エネ改修補
助、多面的機能支払交付金事業の実績減

・障害者自立支援事業や在宅老人支援事
業、こども医療費事業などの実績減

・新規積立（公共施設整備30,000、減債
20,000、スポーツ振興1,200、交通遺児2,900）

-　５　-



３－１．国民健康保険事業特別会計歳入内訳
（単位：千円）

現計予算額 補正後予算額

01 国 民 健 康 保 険 税 159,561 174,632

02 財 産 収 入 2 2

03 繰 入 金 64,349 59,981

04 繰 越 金 548 1,072

05 諸 収 入 50,188 50,761

274,648 286,448

３－２．国民健康保険事業特別会計歳出内訳
（単位：千円）

現計予算額 補正後予算額

01 総 務 費 272,691 272,090

02 保 健 事 業 費 49 49

03 基 金 積 立 金 2 13,002

04 諸 支 出 金 1,406 985

05 予 備 費 500 322

274,648 286,448

３－３．国民健康保険事業特別会計補正予算の枠組み
（単位：千円）

　・国民健康保険税 △ 601

　・繰入金 13,000
制度分（出産育児等）△3,654、基金分△714

　・その他 △ 599

計 11,800

前年度繰越金、保険税延滞金

計

歳入

　・後志広域連合負担金

　・基金積立

　　　保険税還付金、予備費

11,800

歳出

15,071

1,097

備　　考

後志広域連合負担金△601

国保基金積立13,000

保険税還付金△421

予備費△178

補正額

0

備　　考

保険税15,071

制度分（出産育児一時金等）△
3,654、基金繰入△714

前年度繰越金524

区　　分

計

区　　分

計

　・その他

△ 4,368

11,800

補正額

15,071

0

△ 4,368

524

保険税延滞金573

△ 601

13,000

△ 421

△ 178

573

11,800

-　６　-



４－１．後期高齢者医療特別会計歳入内訳
（単位：千円）

現計予算額 補正後予算額

01 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 31,414 31,414

02 繰 入 金 18,881 19,174

03 繰 越 金 96 96

04 諸 収 入 209 209

50,600 50,893

４－２．後期高齢者医療特別会計歳出内訳
（単位：千円）

現計予算額 補正後予算額

01 総 務 費 598 598

02
後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金

49,697 49,990

03 諸 支 出 金 205 205

04 予 備 費 100 100

50,600 50,893

４－３．後期高齢者医療特別会計補正予算の枠組み
（単位：千円）

　・一般会計繰入金 293

・事務費負担金分△377
・保険基盤安定分670

計 293

計 293

293 計

　　　・負担金の確定

歳入 歳出

293
　・後期高齢者医療
　　広域連合納付金

0

0

293
北海道後期高齢者医療広域連合負
担金293

計 293

区　　分 補正額 備　　考

0

区　　分 補正額 備　　考

0

293
事務費繰入金△377、保険基盤安定
繰入金670

0

0

-　７　-



５－１．簡易水道事業特別会計歳入内訳
（単位：千円）

現計予算額 補正後予算額

01 使 用 料 及 び 手 数 料 89,963 92,194

02 繰 入 金 64,636 61,060

03 繰 越 金 50 50

04 諸 収 入 14,836 12,592

05 町 債 24,000 18,000

193,485 183,896

５－２．簡易水道事業特別会計歳出内訳
（単位：千円）

現計予算額 補正後予算額

01 総 務 費 24,231 24,231

02 管 理 費 90,841 81,752

03 公 債 費 77,913 77,913

04 予 備 費 500 0

193,485 183,896

５－３．簡易水度事業特別会計地方債内訳
（単位：千円）

現計限度額 補正後限度額

24,000 18,000

５－４．簡易水道事業特別会計補正予算の枠組み
（単位：千円）

　・国民健康保険税水道使用料 △ 9,089

　・国民健康保険税移設補償金 　　　

　・国民健康保険税町債

　・国民健康保険税一般会計繰入金 △ 500

計 △ 9,589

区　　分 補正額 備　　考

市 街 地 区 簡 易 水 道
配 水 管 布 設 事 業

△ 6,000
簡易水道事業債9,000
過疎対策事業債9,000

△ 9,589 計

△ 6,000

△ 3,576

△ 2,244

　・予備費

・維持管理費△1,127
・道道ニセコ停車場線配水管移設事業△
7,692

歳入 歳出

2,231 　・管理費

0

△ 500 予備費△500

計 △ 9,589

区　　分 補正額 備　　考

0

△ 9,089
維持管理経費△1,127
配水管移設△7,962

計 △ 9,589

△ 3,576 一般会計繰入金△3,576

0

△ 2,244 移設補償金△2,244

△ 6,000 配水管移設△6,000

区　　分 補正額 備　　考

2,231 水道使用料2,231

-　８　-



６－１．公共下水道事業特別会計歳入内訳
（単位：千円）

現計予算額 補正後予算額

01 分 担 金 及 び 負 担 金 101 451

02 使 用 料 及 び 手 数 料 36,147 37,851

03 国 庫 支 出 金 2,500 2,238

04 繰 入 金 120,468 115,478

05 繰 越 金 50 50

06 町 債 14,800 12,900

07 諸 収 入 5,600 4,558

179,666 173,526

６－２．公共下水道事業特別会計歳出内訳
（単位：千円）

現計予算額 補正後予算額

01 総 務 費 17,340 17,340

02 管 理 費 43,753 42,103

03 建 設 改 良 費 16,474 13,350

04 公 債 費 101,599 100,733

05 予 備 費 500 0

179,666 173,526

６－３．公共下水道事業特別会計地方債内訳
（単位：千円）

現計限度額 補正後限度額

4,900 3,000

６－４．公共下水道事業特別会計補正予算の枠組み
（単位：千円）

　・国民健康保険税下水道分担金・使用料 △ 1,650

　・国民健康保険税国庫支出金 　　　

△ 3,124

　・国民健康保険税町債

　・国民健康保険税移設補償金 △ 866

　・国民健康保険税一般会計繰入金 △ 500

計 △ 6,140

移設補償金△1,042

△ 1,900

区　　分

公 共 下 水 道 整 備 事 業

備　　考

下水道事業債1,500
過疎対策事業債1,500

補正額

歳入 歳出

2,054

計 △ 6,140

△ 6,140 計

△ 262

△ 4,990

△ 3,124
処理場長寿命化△524
管渠移設△2,600

社会資本整備総合交付金△262

一般会計繰入金△4,990

　・管理費

△ 500 予備費△500

0

△ 1,650
維持管理経費△1,319
汚泥処理負担金△331

△ 1,042

△ 1,900

△ 866 利子△866

計 △ 6,140

区　　分 補正額 備　　考

1,704 下水道使用料1,704

0

△ 1,900
処理場長寿命化△1,600
管渠移設△300

区　　分 補正額 備　　考

350 分担金350

△ 4,990

△ 262

△ 1,042

・維持管理経費△1,319
・下水道汚泥処理負担金△331

　・予備費

　・公債費（利子）

　・建設改良費
・処理場長寿命化△524
・道道ニセコ停車場線管渠移設△2,600

-　９　-


